
資金名 緊急借換資金

対象
新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて、売上高が過去３年
のいずれかの同期に比べて減少
している事業者

借換対象 信用保証協会の保証付き融資
（新規で必要となる運転資金を含めて借換できます）

融資利率 金融機関の所定利率

融資限度額 最大１億５. ０００万円
（十分な借換ニーズに対応できます）

融資期間 最大１０年間（うち据置最大１年間）
（既存借入金の毎月の返済負担を軽減できます）

信用保証料
年０. ４５％～１. ６４％以内 
※セーフティネット保証や危機関連保証が

利用できる場合もあります。

保証人 個人事業主（原則として不要）

法人（原則として代表者以外の連帯保証人は不要）

担保 金融機関・保証協会との協議に
よる

資金名
経営安定資金

経営あんしん資金
災害復旧関連 特定業種関連

対象者 
要件

売上高等が 
前年同期比で
１５％以上減少 

（危機関連保証利用）
２０％以上減少 

（セーフティネット保証利用）

売上高等が 
前年同期比で
５％以上減少

※経済産業大臣が指定 
する業種の方向け

売上高等が 
前年同期比で

減少又は減少見込

市町村発行 
の認定書 必要 必要 不要

融資限度額 設備・運転資金 
１億６. ０００万円

運転資金 
１億円

運転資金 
１億円

融資利率 
（以内） 年０. ５％ 年０. ６％ 年０. ８％

保証料率 
（以内） 年０. ８％ 年０. ６８％ 年０. ４５％～１. ６４％ 

（財務状況による）

融資期限 １年超１０年以内 
（据置３年以内※）

１年超１０年以内 
（据置３年以内）

１年超１０年以内 
（据置３年以内）
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